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ＪＲ東労組  業務部 

「
エ
ル
ダ
ー
社
員
の
会
社
に
お

け
る
業
務
範
囲
拡
大
と
労
働
条
件

の
一
部
変
更
に
つ
い
て
」
は
、
６
月

の
提
案
以
降
、
申
２
号
、
申
４
号
、

及
び
申
１
０
号
で
、
６
ヶ
月
間
に
及

び
精
力
的
に
議
論
を
重
ね
て
き
ま

し
た
。 

 

本
部
と
し
て
、
昭
和
採
用
者
ア
ン

ケ
ー
ト
を
基
礎
に
、
国
鉄
改
革
を
真 

全エルダー社員の 

面
目
に
担
っ
た
昭
和
採
用
者
が
、
二

度
と
雇
用
不
安
を
感
じ
な
い
労
働

条
件
を
実
現
す
る
こ
と
を
求
め
て

き
ま
し
た
。 

 

職
場
と
結
合
し
た
団
体
交
渉
を

積
み
重
ね
た
結
果
、
本
日
会
社
よ
り

労
働
条
件
の
一
部
改
善
を
盛
り
込

ん
だ
修
正
提
案
を
受
け
ま
し
た
。
未

だ
に
各
職
種
に
お
け
る
規
模
感
や 

エ
ル
ダ
ー
の
運
用
に
つ
い
て
、
会
社

が
明
確
に
し
て
い
な
い
こ
と
を
指

摘
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
会
社

も
、
施
策
を
や
り
っ
ぱ
な
し
に
せ
ず

検
証
を
行
う
こ
と
、
運
用
面
の
課
題

に
つ
い
て
は
、
議
論
の
場
を
確
保
す

る
こ
と
を
確
認
し
て
、
席
上
妥
結
し

ま
し
た
。 

 
 

【現行】 【改正】

勤務

・育児介護勤務B（短日数） ・短日数勤務

※取得事由を問わない

賃金

・基本賃金 ・基本賃金改善

　一律3,000円増額

・調整手当 ・エルダー管理手当

　対象業務従事者に支給 　管理的業務　　30,000円

　マイスター　　40,000円 （特に認める者）40,000円

　アドバイザー　20,000円 ※精勤手当算出時の基準額に加える

　管理的業務　　30,000円

（特に認める者）40,000円 ・職務手当、技能手当

　対象業務従事者に支給

　社員と同様に支給、さらに

　マイスター　　40,000円

　アドバイザー　20,000円

・行先地手当、乗務員手当

　社員と同様に支給

・割増賃金 ・割増賃金（増額）

　一時間当たりの賃金算出分母 　分母を社員と同じに変更

　155.8（日勤基準） 　149.9（乗務員基準）

・精勤手当 ・精勤手当（増額）

　年間30万円（定額） 　社員と同様の計算

※基準額×月数

・エルダー社員調整特別措置 ・エルダー社員調整特別措置（増額）

　1年目　　：29,000円 　1年目　 ：35,000円

　2年目以降：41,000円 　2年目以降：41,000円

・出向特別措置（時間）

　社員と同額を支給

　（2,500～35,000円）

記事：赤字部分は修正提案の事項


